
令和７年第４回定例会議案一覧 
 

市長提出追加議案 
（令和７年９月２２日提出 ６件） 

議
案
番
号 

件   名 提案理由・要旨 

議

決

月

日 

議

決

番

号 

議

決

結

果 
第

73

号

追

加

議

案 

令和６年度本庄市一般会計歳入歳

出決算認定について  

歳入決算額   ３５，７６７，７３０，４２１円 

歳出決算額   ３３，１７３，３３３，７７７円 

11

月

26

日 

第

82

号 

原

案

認

定 

第

74

号

追

加

議

案 

令和６年度本庄市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について 

歳入決算額    ７，９４８，０６８，１３９円 

歳出決算額       ７，７９７，３７２，２５９円 

11

月

26

日 

第

83

号 

原

案

認

定 

第

75

号

追

加

議

案 

令和６年度本庄市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について 

歳入決算額    ６，６５４，２６９，９４２円 

歳出決算額    ６，５８９，６４６，０５８円 

11

月

26

日 

第

84

号 

原

案

認

定 

第

76

号

追

加

議

案 

令和６年度本庄市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

歳入決算額    １，１２４，２２４，５０１円 

歳出決算額    １，１２３，３８５，２５２円 

11

月

26

日 

第

85

号 

原

案

認

定 

第

77

号

追

加

議

案 

令和６年度本庄市水道事業会計の

利益の処分及び決算認定について 

収益的収入決算額 １，５７０，４６０，８３１円 

収益的支出決算額 １，５４５，６０４，２８８円 

資本的収入決算額   ３５７，８０９，６０３円 

資本的支出決算額 １，０００，０６９，５９４円 

11

月

26

日 

第

86

号 

原

案

可

決

及

び

認

定 



第

78

号

追

加

議

案 

令和６年度本庄市下水道事業会計

の利益の処分及び決算認定につい

て 

収益的収入決算額 ２，１４６，８４１，８１２円 

収益的支出決算額 ２，０３０，０８６，９２６円 

資本的収入決算額 １，３２７，２４１，０８２円 

資本的支出決算額 １，７２３，８８６，７１１円 

11

月

26

日 

第

87

号 

原

案

可

決

及

び

認

定 
 
 
市長提出議案 
（令和７年１１月２６日提出 １６件） 

議
案
番
号 

件   名 提案理由・要旨 

議

決

月

日 

議

決

番

号 

議

決

結

果 

第

79

号

議

案 

本庄市職員定数条例の一部を改正

する条例 

市長及び教育委員会の事務部局の職員定数の見直し

等をしたいので、この案を提出するものである。 

12

月

22

日 

第

88

号 

原

案

可

決 

第

80

号

議

案 

本庄市健康づくり推進協議会条例

の一部を改正する条例 

本庄市健康づくり推進協議会及び本庄市健康づくり

推進総合計画審議会を統合したいので、この案を提

出するものである。 

12

月

22

日 

第

97

号 

原

案

可

決 

第

81

号

議

案 

児童福祉法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

の一部改正等に伴い、所要の改正をしたいので、こ

の案を提出するものである。 

12

月

22

日 

第

98

号 

原

案

可

決 

第

82

号

議

案 

本庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を

提出するものである。 

12

月

22

日 

第

99

号 

原

案

可

決 

第

83

号

議

案 

本庄市自転車等駐車場の設置及び

管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

本庄駅南口自転車駐車場地階の利用時間を変更する

とともに、２階及び地階の定期利用の使用料に学生

割引を導入したいので、この案を提出するものであ

る。 

12

月

22

日 

第

89

号 

原

案

可

決 

第

84

号

議

案 

指定管理者の指定について 

本庄市観光農業センターの管理に関し、特定非営利

活動法人ネットワークひがしこだいらを指定管理者

として指定したいので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、この案を提出するものである。 

12

月

22

日 

第

90

号 

原

案

可

決 

第

85

号

議

案 

指定管理者の指定について 

本庄市北地域の都市公園及び体育施設の管理に関し、

本庄市環境緑の会を指定管理者として指定したいの

で、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、

この案を提出するものである。 

12

月

22

日 

第

91

号 

原

案

可

決 



第

86

号

議

案 

指定管理者の指定について 

本庄市中央地域の都市公園及び体育施設の管理に関

し、清香園・東京ドームスポーツ共同体を指定管理

者として指定したいので、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、この案を提出するものであ

る。 

12

月

22

日 

第

92

号 

原

案

可

決 

第

87

号

議

案 

指定管理者の指定について 

本庄市南地域の都市公園及び体育施設の管理に関し、

清香園・東京ドームスポーツ共同体を指定管理者と

して指定したいので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、この案を提出するものである。 

12

月

22

日 

第

93

号 

原

案

可

決 

第

88

号

議

案 

市道路線の廃止について 

市道第９０４３号線 一級河川女堀川の河川改修に伴

い廃止する。 

以上１件について、この案を提出するものである。 

12

月

22

日 

第

94

号 

原

案

可

決 

第

89

号

議

案 

令和７年度本庄市一般会計補正予

算（第６号） 

補正予算額    １，４５３，７９５，０００円 

総額      ３５，８６０，１６９，０００円 

繰越明許費の補正 

債務負担行為の補正 

12

月

22

日 

第

103

号 

原

案

可

決 

第

90

号

議

案 

令和７年度本庄市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 

補正予算額       ６１，９１０，０００円 

総額       ８，０６５，７８６，０００円 

債務負担行為の補正 

12

月

22

日 

第

100

号 

原

案

可

決 

第

91

号

議

案 

令和７年度本庄市介護保険特別会

計補正予算（第２号） 

補正予算額       ６８，３２５，０００円 

総額       ６，９６９，４２０，０００円 

債務負担行為の補正 

12

月

22

日 

第

101

号 

原

案

可

決 

第

92

号

議

案 

令和７年度本庄市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号） 

補正予算額      １６１，３７０，０００円 

総額       １，３７７，０９９，０００円 

債務負担行為 

12

月

22

日 

第

102

号 

原

案

可

決 

第

93

号

議

案 

令和７年度本庄市水道事業会計補

正予算（第３号） 

収益的支出補正予定額 △３３，８４６，０００円 

総額       １，８５３，５８２，０００円 

資本的支出補正予定額  ４１，７１２，０００円 

総額       １，８２３，５４４，０００円 

債務負担行為 

12

月

22

日 

第

95

号 

原

案

可

決 

第

94

号

議

案 

令和７年度本庄市下水道事業会計

補正予算（第３号）  
債務負担行為 

12

月

22

日 

第

96

号 

原

案

可

決 

 
 
 
 
 
 



市長提出追加議案 
（令和７年１２月２２日提出 ８件） 

議
案
番
号 

件   名 提案理由・要旨 

議

決

月

日 

議

決

番

号 

議

決

結

果 
第

95

号

追

加

議

案 

本庄市一般職職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例  

人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に準じ、一般

職職員の給与を改定したいので、この案を提出する

ものである。 

12

月

22

日 

第

104

号 

原

案

可

決 

第

96

号

追

加

議

案 

本庄市議会の議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例 

市議会の議員の期末手当を改定したいので、この案

を提出するものである。 

12

月

22

日 

第

105

号 

原

案

可

決 

第

97

号

追

加

議

案 

本庄市の市長等の給与等に関する

条例の一部を改正する条例 

市長、副市長及び教育長の期末手当を改定したいの

で、この案を提出するものである。 

12

月

22

日 

第

106

号 

原

案

可

決 

第

98

号

追

加

議

案 

令和７年度本庄市一般会計補正予

算（第７号） 

補正予算額      ４１２，７９６，０００円 

総額      ３６，２７２，９６５，０００円 

繰越明許費の補正  

12

月

22

日 

第

107

号 

原

案

可

決 

第

99 

号

追

加

議

案 

令和７年度本庄市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号） 

補正予算額        ５，１３１，０００円 

総額       ８，０７０，９１７，０００円 

12

月

22

日 

第

108

号 

原

案

可

決 

第

100

号

追

加

議

案 

令和７年度本庄市介護保険特別会

計補正予算（第３号） 

補正予算額        ５，９５２，０００円 

総額       ６，９７５，３７２，０００円 

12

月

22

日 

第

109

号 

原

案

可

決 



第

101

号

追

加

議

案 

令和７年度本庄市水道事業会計補

正予算（第４号） 

収益的支出補正予定額   ３，７５０，０００円 

総額       １，８５７，３３２，０００円 

資本的支出補正予定額     ５４７，０００円 

総額       １，８２４，０９１，０００円 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

債務負担行為 

12

月

22

日 

第

110

号 

原

案

可

決 

第

102

号

追

加

議

案 

令和７年度本庄市下水道事業会計

補正予算（第４号） 

収益的収入補正予定額     ５０６，０００円 

総額       ２，１８６，０７４，０００円 

収益的支出補正予定額   ２，４４９，０００円 

総額       ２，１６８，２１３，０００円 

資本的支出補正予定額   １，４１１，０００円 

総額       １，５２１，５２１，０００円 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

他会計からの補助金 

12

月

22

日 

第

111

号 

原

案

可

決 

 

 

議員提出議案 
（令和７年１２月２２日提出 ２件） 

議
案
番
号 

件   名 提案理由・要旨 

議

決

月

日 

議

決

番

号 

議

決

結

果 

議

第 

4

号

議

案 

本庄市議会議員政治倫理条例の一

部を改正する条例 

本庄市議会議員の団体等の代表の就任に関する遵守

事項を追加したいので、この案を提出するものであ

る。 

12

月

22

日 

第

112

号 

原

案

可

決 



議

第 

5

号

議

案 

適格請求書等保存方式（インボイス

制度）の廃止を求める意見書 

２０２３年１０月に導入された適格請求書等保存

方式（インボイス制度）では、インボイス発行事業

者ではない事業者からの仕入れでは税額控除ができ

ないため、主に小規模事業者や個人事業者である免

税事業者は、取引先からインボイス発行を求められ、

発行できない場合は、取引が打切られることなども

懸念されていた。また、インボイス発行事業者にな

ると、消費税の申告・納税が義務づけられるため、

税負担と事務負担が生じることとなった。 

制度導入から２年が経過し、小規模事業者などか

らは、減収や税負担の増加によって経営状況が悪化

したとの声や、インボイスに係る経理事務が過大な

負担になっているとの声も上がっており、事業活動

への影響は看過できない。 

また、エネルギー価格や原材料費等の高騰が長期

化し、人材不足が深刻化する中で、経営環境は一層

の厳しさを増しており、インボイス制度に係る負担

を小規模事業者等に求めることができる状況ではな

い。 

インボイス導入後の小規模事業者等の苦境や昨今

の経営をとりまく環境に鑑みれば、国の支援措置の

拡充だけではもはや不十分であり、小規模事業者等

の経営の持続化や県内の経済の活性化の重要性を考

えると、インボイス制度そのものを廃止することが

最良の策である。 

よって、国においては、事業者に過度な負担を与

えるインボイス制度を早急に廃止することを強く要

望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

12

月

22

日 

第

113

号 

原

案

可

決 

 


